
法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問1 生年

回答数
平成10年 平成9年 平成8年 平成7年 平成6年 平成5年
(1992年） (1993年） (1994年） (1995年） (1994年） (1993年）

9888 7 13 15 29 
(100%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.1 %) (0.2%) (0.3%) 

平成4年 平成3年 平成2年 平成元年 昭和63年 昭和62年
(1992年） (1991年） (1990年） (1989年） (1988年） (1987年）

68 43 78 72 102 96 
(0.7覧） (0.4%) (0.8%) (0.7%) (1.0%) (1.0%) 

昭和61年 昭和60年 昭和59年 昭和58年 昭和57年 昭和56年
(1986年） (1985年） (1984年） (1983年） (1982年） (1981年）

124 124 166 160 157 162 
(1.3弘） (1.3%) (1.7%) (1.6%) (1.6%) (1.6%) 

昭和55年 昭和54年 昭和53年 昭和52年 昭和51年 昭和50年
(1980年） (1979年） (1978年） (1977年） (1976年） (1975年）

157 178 184 204 192 200 
(1.6弘） (1.8%) (1.9%) (2.1%) (1.9%) (2.0%) 

昭和49年 昭和48年 昭和47年 昭和46年 昭和45年 昭和44年
(1974年） (1973年） (1972年） (1971年） (1970年） (1969年）

250 259 234 254 257 289 
(2.5目） (2.6%) (2.4%) (2.6%) (2.6%) (2.9%) 

昭和43年 昭和42年 昭和41年 昭和40年 昭和39年 昭和38年i

(1968年） (1967年） (1966年） (1965年） (1964年） (1963年）

251 276 198 250 245 236 
(2.5%) (2.8%) (2.0%) (2.5%) (2.5%) (2.4%) 

昭和37年 昭和36年 昭和35年 昭和34年 昭和33年 昭和32年
(1962年） (1961年） (1960年） (1959年） (1958年） (1957年）

214 194 189 222 178 173 
(2.2覧） (2.0%) (1.9%) (2.2%) (1.8%) (1.7%) 

昭和31年 昭和30年 昭和29年 昭和28年 昭和27年 昭和26年
(1956年） (1955年） (1954年） (1953年） (1952年） (1951年）

133 176 181 166 163 158 
(1.3%) (1.8%) (1.8%) (1.7%) (1.6%) (1.6%) 

昭和25年 昭和24年 昭和23年 昭和22年 昭和21年 昭和20年
(1950年） (1949年） (1948年） (1947年） (1946年） (1945年）

165 200 169 169 119 114 
(1.7%) (2.0弘） (1.7%) (1.7%) (1.2%) (1.2弘）

昭和19年 昭和18年 昭和17年 昭和16年 昭和15年 昭和14年
(1944年） (1943年） (1942年） (1941年） (1940年） (1939年）

124 115 104 100 76 75 
(1.3%) (1.2%) (1.1 %) (1.0%) (0.8%) (0.8%) 

昭和13年 昭和12年 昭和11年 昭和10年 昭和9年 昭和8年
(1938年） (1937年） (1936年） (1935年） (1934年） (1933年）

49 64 39 34 40 37 
(0.5%) (0.6%) (0.4弘） (0.3弘） (0.4%) (0.4見）

昭和7年 昭和6年 昭和5年 昭和4年 昭和3年 昭和2年
(1932年） (1931年） (1930年） (1929年） (1928年） (1927年）

25 13 12 12 10 2 
(0.3切） (0.1 %) (0.1 %) (0.1 %) (0.1 %) (0.0%) 

昭和元年 大正14年 大正13年
無回答

(1926年） (1925年） (1924年）

2 4 3 333 
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (3.4%) 

問2 性別

回答数 l男性 ｜女性 ｜無回答

988811 49371 46531 298 
(100弘）II (49.9%)1 (47.1%)1 (3.0%) 
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法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問3 法律相談内容

回答数 遺言作成 遺産分割

9888 38 554 
(100%) (0.4弘） (5.6%) 

ストー力一問題 クレジット・借金

46 1463 
(0.5%) (14.8%) 

不動産売買 不動産賃貸借

181 390 
(1.8弘） (3.9%) 

その他 無回答

1328 837 
(13.4見） (8.5弘）

問4 金銭や財産が問題となっていますか

回答数

間4_1 問題となっている金銭や財産の金額

回答数 50万円未満
50万円以上
100万円未満

6265 1102 666 
(100弘） (17.6%) (10.6%) 

1, 000万円以上
3, 000万円以上

3,000万円未満

570 323 
(9.1 %) (5.2%) 

成年後見

61 
(0.6弘）

貸金，債権回収

587 
(5.9%) 

会社経営に関す
ること

無回答

95 
(1.0%) 

985 
(10.0%) 

100万円以上
300万円未満

1302 
(20.8弘）

わからない

1104 
(17.6%) 

離婚・子どもに関
すること

1803 
(18.2%) 

消費者問題

252 
(2.5覧）

労働問題

579 
(5.9弘）

300万円以上
500万円未満

537 
(8.6%) 

無回答

128 
(2.0%) 

問5(1）今回の問題を弁護士に相談することにためらいを感じたことがあるか

回答数

9888 
(100%) 

ためらいを感じト｜ ｜ためらいを感じト-1どちらともいえないl －｜無回答
ことカてある ｜ ｜ことはない

3009 
(30.4%) 

614 
(6.2%) 

問5(2）ためらいを感じた理由 1.弁護士には近寄りがたいイメージがあるから

DV問題

61 
(0.6覧）

交通事故

1364 
(13.8%) 

刑事事件

249 
(2.5覧）

500万円以上
1, 000万円未満

533 
(8.5%) 

回 答 数 世竺
どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば ー

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

785 
(19.9%) 

う思う ｜ ｜そうは思わない

1208 
(30.7%) 

603 
(15.3覧）

2 

290 
(7.4%) 

664 
(16.9%) 

387 
(9.8弘）



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

＇~~Jl構理録j街路整弱者？善治当局協同；山川出店店店店店主自

問5(2）ためらいを感じた理由 2.弁護士はお金がかかりそうだから

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

う思う ｜ ｜そうは思わない
回答数 Hそう思う

2775 

(70.5%) 

761 

(19.3%) 

129 

(3.3%) 

24 

(0.6%) 

56 

(1.4%) 

192 

(4.9%) 

問5(2）ためらいを感じた理由 3.弁護士に頼むと解決までに時間がかかりそうだから

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば ー
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

そう思う ｜ ｜そうは思わない
回答数 IIそう思う

990 

(25.1%) 

365 

(9.3%) 

675 

(17.1 %) 

430 

(10.9%) 

3937 

(100%) 

749 

(19.0%) 

728 

(18.5%) 

問5(2）ためらいを感じた理由 4.自分の抱えている問題は，弁護士に頼めば解決するというものではないと思ったから

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば 』

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答
そう思う ｜ ｜そうは思わない回答数世 ？

971 

(24.7%) 

1234 

(31.3%) 

414 

(10.5%) 

375 

(9.5%) 

477 

(12.1%) 

466 

(11.8%) 

問5(2）ためらいを感じた理由 5.弁護士に頼んで裁判などになると，かえって問題がこじれそうだから

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば 』

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答
そう思う ｜ ｜そうは思わない回答数世 一

932 

(23.7弘）

388 

(9.9%) 

1051 

(26.7弘）

397 

(10.1%) 

536 

(13.6%) 

633 

(16.1%) 

間6今回の法律相談をして今後弁護士に問題の解決を依頼しようと思いますか

｜ ｜どちらかといえばl
どちらかといえば｜ ｜ ｜依頼しようと思わ

依頼しようと思う｜ ｜どちらともいえない｜依頼しようと国わ｜ ｜無回答
依頼しようと思う｜ ｜ 〕 ｜ない

I lない I 

回答数

311 

(3.1 %) 

1193 

(12.1%) 

9888 

(100%) 

2324 

(23.5%) 

問7 依頼をしようと思う理由 1.弁護士なら問題を解決してくれると思うから

どちらかといえば！ ｜どちらかといえば ー
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

そう思う ｜ ｜そうは思わない回答数世 竺

264 

(4.6弘）

17 
(0.3紛

3282 

(57.5%) 

1562 

(27.4%) 

17 

(0.3%) 

564 

(9.9出）

問7 依頼をしようと思う理由 2.弁護士が頼りになりそうだから

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば ー
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

そう思う ｜ ｜そうは思わない回答数 I~ 
2906 

(50.9%) 

1471 

(25.8%) 

321 

(5.6%) 

32 

(0.6%) 

98 

(1.7%) 

878 

(15.4%) 

問7 依頼をしようと思う理由 3.弁護士がよく話を聞いてくれそうだから

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

そう思う ｜ ｜そうは思わない
回答数 ｜｜そう思う

562 

(9.8%) 

43 

(0.8%) 

5706 

(100%) 

2603 

(45.6%) 

1486 

(26.0%) 

30 

(0.5%) 

982 

(17.2%) 

3 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

麟麟麟轟轟轟轟轟盟輯購盟轟轟轟覇轟轟盟轟轟轟輔輯輯輯瞳輔

間7 依頼をしようと思う理由 4.相談の際に示された弁護士にかかる費用に納得できるから

回答数 そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない そどちうらかといえば そうは思わない 無回答
そう思う は思わない

5706 906 802 2280 191 171 
(100弘） (15.9%) (14.1%) (40.0%) (3.3%) (3.0切）

問7 依頼をしようと思う理由 5.裁判をするつもりだから

回答数 そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない どちらかといえば そうは思わない 無回答
そう思う そうは思わない

5706 666 497 1615 344 1288 
100%) (11.7%) (8.7%) (28.3%) (6.0%) (22.6%) 

間7 依頼をしようと思う理由 6.法律相談で弁護士に依頼した方がよいと勧められたから

回答数 そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない
どちらかといえば

そう思う そうは思わない

5706 1518 927 1252 96 
(100出） (26.6目） (16.2弘） (21.9%) (1.7%) 

そうは思わない
弁護士への依頼を 無回答1

勧められなかった

239 345 1329 
(4.2拡） (6.0略） (23.3拡）

l1w＇~で；＼~；；~ち；らや：とい均抗措山うと思わないj支出向衣類しよう同おないJと由民とよ；弓

問8依頼をしようと思わない理由 1.弁護士では問題を解決してくれないと思うから

回答数 f竺 どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

う思う ｜ ｜そうは思わない

60 
(11.2%) 

25 
(4.7%) 

53 
(9.9%) 

問8 依頼をしようと思わない理由 2.弁護士は頼りにならなそうだから

26 
(4.8%) 

219 
(40.8%) 

回答数 ｜｜そう思う
どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば ー

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答
そう思う ｜ ｜そうは思わない

34 
(6.3%) 

23 
(4.3%) 

52 
(9.7%) 

34 
(6.3%) 

間8 依頼をしようと思わない理由 3.弁護士はよく話を聞いてくれなさそうだから

242 
(45.1%) 

回答数 I~ 
どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答
そう思う ｜ ｜そうは思わない

33 
(6.1 %) 

25 
(4.7%) 

49 
(9.1 %) 

38 
(7.1見）

問8 依頼をしようと思わない理由 4.相談の際にホされた弁護士にかかる費用に納
得できないから

回答数 そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない
どちらかといえば

そう思う そうは思わない

537 34 44 81 13 
(100%) (6.3%) (8.2%) (15.1%) (2.4弘）

弁護士にかかる
そうは思わない 費用は示されて 無回答

いない

87 113 165 
(16.2出） (21.0%) (30.7弘）

4 

236 
(43.9%) 

1356 
(23.8%) 

1296 
(22.7%) 

154 
(28.7%) 

152 
(28.3%) 

156 
(29.1%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

｜拘樋満場恒雪崩言語鎖民主導係雨前向義じまきま！忠治；時首長開発事以ili~（l~~良川

問8 依頼をしようと思わない理由 5.法律相談で解決したと思うから

回答数世？
どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば ー

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答
そう思う ｜ ｜そうは思わない

135 
(25.1%) 

64 
(11.9%) 

81 
(15.1%) 

15 
(2.8%) 

問8 依頼をしようと思わない理由 6.法律相談で弁護士に依頼するような問題では
ないと言われたから

回答数 そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない
どちらかといえば

そう思う そうは思わない

537 58 41 69 15 
(100%) (10.8%) (7.6%) (12.8%) (2.8%) 

そうは思わない
そうは言われな

無回答
かった

100 91 163 
(18.6%) (16.9%) (30.4目）

問8 依頼をしようと思わない理由 7.法律相談の弁護士の印象が悪いから

100 
(18.6%) 

回答数世竺
どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -

｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答
そう思う ｜ ｜そうは思わない

30 
(5.6%) 

19 
(3.5%) 

52 
(9.7%) 

23 
(4.3%) 

246 
(45.8%) 

問8 依頼をしようと思わない理由 8.法律相談で勝てそうにないと言われたから

回答数 そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない
どちらかといえば

そう思う そうは思わない

537 43 29 59 3 
(100%) (8.0%) (5.4%) (11.0%) (0.6%) 

そうは思わない
そうは言われな

無回答
かった

128 103 172 
(23.8%) (19.2%) (32.0%) 

間8 依頼をしようと思わない理由 9.自分で解決できると思ったから

固有そう思う
どちらかといえば

どちらともいえない どちらかといえば そうは思わない
そう思う そうは思わない

78 71 97 15 116 
(14.5%) (13.2%) (18.1同） (2.8%) (21.6%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 1.弁護士の性別

回答数 ｜｜男性がいい
どちらかといえば

どちらでもよい どちらかといえば 女性がいい
男性がいい 女性がいい

1191 779 5530 607 426 
(12.0%) (7.9%) (55.9%) (6.1 %) (4.3%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 2.弁護士への話しやすさ

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない

9888 5395 2530 487 116 65 
(100%) (54.6%) (25.6%) (4.9%) (1.2%) (0.7%) 

5 

無回答

無回答

無回答

142 
(26.4%) 

167 
(31.1%) 

160 
(29.8%) 

1355 
(13.7%) 

1295 
(13.1切）



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 3.親身に対応してくれること

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 6721 1508 332 41 33 1253 

(100%) (68.0%) (15.3%) (3.4%) (0.4%) (0.3%) (12.7%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 4.依頼内容に対してきちんと説明してくれること

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 7157 1104 248 23 23 1333 
(100%) (72.4弘） (11.2%) (2.5弘） (0開2%) (0.2%) (13.5覧）

間9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 5.希望通りの結果が得られそうと言ってくれること

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 3370 2443 2073 272 188 1542 
(100%) (34.1%) (24.7%) (21.0%) (2.8%) (1.9%) (15.6%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 6.弁護士の実務経験が長いこと

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 2337 3076 2300 441 158 1576 

(100%) (23.6見） (31.1%) (23.3弘） (4.5弘） (1.6%) (15.9%) 

間9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 7.弁護士の専門分野

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 4191 2833 1101 125 77 1561 

(100%) (42.4%) (28.7弘） (11.1%) (1.3目） (0.8%) (15.8%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 8.弁護士がそれまで取り扱った事件に関する実績と評価

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない ｜無回答

9888 2524 3010 2169 385 165 

(100%) (25.5%) (30.4%) (21.9弘） (3.9弘） (1.7見）

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 9.弁護士の事務所に行きやすいこと
I 

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 2915 3006 1749 434 210 15.74 

(100%) (29.5%) (30.4%) (17.7%) (4.4%) (2.1%) (15.9%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 10.法律知識に限られない幅広い知識をもっていること

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない ｜無回答

9888 3981 2895 1221 169 62 

(100%) (40.3覧） (29.3%) (12.3%) (1.7弘） (0.6%) 

問9 弁護士を選ぶ際の考慮の度合 11.弁護士にかかる費用が安いこと

回答数 考慮する ある程度考慮する どちらともいえない あまり考慮しない 考慮しない 無回答

9888 4377 2331 1445 113 64 1558 

(100%) (44.3%) (23.6%) (14.6%) (1.1 %) (0.6%) (15.8%) 

6 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問10解決を弁護士に依頼しようと思う費用の総額

回答数 5万円まで 10万円まで 50万円まで 100万円まで

9888 2243 3132 2046 460 
(100%) (22.7%) (31.7%) (20.7%) (4.7%) 

300万円まで
300万円より高く いくらであっても依

無回答
てもよい 頼しようと思わない

100 43 384 1480 
(1.0%) (0.4%) (3.9%) (15.0%) 

問11 良い弁護士を見つけるのは簡単だと思いますか

回答数
どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば

｜どちらともいえない｜ ｜大変だと思う ｜無回答
簡単だと思う ｜ ｜大変だと思う

9888 
(100%) 

118 
(1.2%) 

197 
(2.0%) 

2167 
(21.9弘）

3369 
(34.1%) 

問12将来問題を抱えた場合に，弁護士にその問題の解決を依頼したいと思うもの（いくつでも）

高齢になり，医療

3188 
(32.2%) 

849 
(8.6%) 

自分や家族が高
齢になり，財産を

や介護などの点
子どもがいじめ

家族や恋人など
ストー力一被害に

職場でセクハラ・
回答数 管理で、きなくなっ

で，法的な問題を
にあったとき

に暴力をふるわ
あったとき

パワハラを受け
気軽に相談したい れたとき たとき

たとき と思ったとき

9888 2476 3178 1168 1992 1899 
(100%) (25.0目） (32.1%) (11.8%) (20.1%) (19.2%) 

犯罪被害にあっ 消費者被害に
インターネット上
で被害にあった その他 無回答

たとき あったとき
とき

5277 3883 2498 388 1597 
(53.4%) (39.3%) (25.3%) (3.9%) (16.2%) 

問13弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 1.弁護士の専門分野が簡単にわかること

回答数 Hそう思う

4989 
(50.5%) 

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

う思う ｜ ｜そうは思わない

2424 
(24.5%) 

767 
(7.8%) 

79 
(0.8見）

101 
(1.0%) 

1902 
(19.2%) 

1528 
(15.5%) 

問13弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 2.弁護士がそれまでに取り扱った事件に関する実績と評価が
簡単にわかること

II ｜どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば 『

回答数 ｜｜そう思う ｜そう思う ｜どちらともいえない｜そうは思わない ｜そっは思わない ｜無回答

9888 
(100%) 

3353 
(33.9%) 

2868 
(29.0%) 

1682 
(17.0%) 

152 
(1.5覧）

164 
(1.7弘）

間13 弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 3.弁護士の事務所に行きやすいこと

回答数 Hそう思う

3854 
(39.0%) 

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば ー
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

う思う ｜ ｜そうは思わない

2683 
(27.1%) 

1339 
(13.5%) 

159 
(1.6拡）

169 
(1.7%) 

問13弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 4.弁護士にかかる費用の総額が安くなること

回答数

9888 
(100%) 

5064 
(51.2%) 

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -
｜どちらともいえない｜ ｜そつは思わない ｜無回答

う思う ｜ ｜そうは思わない

2122 
(21.5%) 

935 
(9.5弘）

7 

65 

(0.7%) 
53 

(0.5%) 

1669 
(16.9%) 

1684 
(17.0%) 

1649 
(16.7%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問13弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 5.弁護士にかかる費用の基準が簡単に分かること

回答数 目そう思う

9888 
(100弘）

5912 
(59.8弘）

どちらかといえば｜ ｜どちらかといえば -
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

そう思う ｜ ｜そうは思わない

1815 
(18.4%) 

455 
(4.6%) 

30 
(0.3弘）

44 
(0.4弘）

1632 
(16.5%) 

問13弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 6.弁護士にかかる費用を補う民間の保険が利用しやすくなること

回答数 I~ 
4766 

(48.2%) 

どちらかといえばl ｜どちらかといえば ー
｜どちらともいえない｜ ｜そっは思わない ｜無回答

そう思う ｜ ｜そうは思わない

2046 
(20.7%) 

1128 
(11.4弘）

75 
(0.8%) 

83 
(0.8%) 

1790 
(18.1%) 

問13弁護士に依頼しやすくするために必要だと思うこと 7.弁護士にかかる費用を立て替えたり免除したりする公的な
支援制度が利用できること

II 1どちらかといえばI• ｜どちらかといえば -
回答数 IIそう思う lそう思う lとちらともいえないlそうは思わない lそつは思わない l無回答

9888 
(100%) 

5684 
(57.5%) 

1714 
(17.3%) 

728 
(7.4%) 

56 
(0.6%) 

76 
(0.8%) 

1630 
(16.5%) 

問14(1) A く交通事故＞この弁護士に保険会社との交渉を依頼したいと思いますか①着手金15万円，報酬金35万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

この弁護士に依 ば，この弁護士 ば，この弁護士
回答数

頼したいと思う に依頼したいと
どちらともいえない

には依思頼わなしたいいと
頼したいとは思 無回答

思う
わない

26 45 6911 16 12 45 
(100%) (12.2%) (21.1%) (32.4%) (7.5%) (5.6%) (21.1%) ． 圃置 ． 

問'14(2.)A①内

問14(1) A く交通事故＞この弁護士に保険会社との交渉を依頼したいと思いますか②着手金20万円，報酬金50万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ば，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

25 43 7811 18 18 46 
(100%) (11.0%) (18.9%) (34.2%) (7.9%) (7.9%) (20.2%) . 田園

Z開叫［~~~窃川喜

問14(1) A く交通事故＞この弁護士に保険会社との交渉を依頼したいと思いますか③着手金25万円，報酬金55万円

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
I I I ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ば，この弁護士｜ 、 ｜ぱ，この弁護士｜
回答数 ｜｜頼したいと思う ｜に依頼したいと ｜どちらともいえい｜に依頼したいと ｜頼したいとは思 ｜無回答

I I I ｜わない

28 
(13.0覧）

思う ｜ ｜は思わない I 

39 
(18.1 %) 

71 
(33.0%) 

8 

15 
(7.0%) 

44 
(20.5%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) A く交通事故＞この弁護士に保険会社との交渉を依頼したいと思いますか④着手金30万円，報酬金60万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

車頁したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

31 32 6711 24 12 55 
(100弘） (14.0覧） (14.5%) (30.3弘） (10.9%) (5.4%) (24.9%) 

置 圃圃 ． 

問114(e.〕A④さ~＂

問14(1) A く交通事故＞この弁護士に保険会社との交渉を依頼したいと思いますか⑤着手金30万円，報酬金70万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依

にぱ依，こ頼のし弁た護い士と どちらともいえない
ば，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと

わない
思う は思わない

25 41 6911 19 12 
(100%) (11.2%) (18.3%) (30.8%) (8.5%) (5.4%) 

圃 ． ． 

間'14(2lA⑤代

｜泊目指t言語版同均師事以ふ時師走向持議引
悔や時i界的凶略的山..., 
問14(2) A く交通事故＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか①着手金15万円，
報酬金35万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

28 10 ー 7 10 
(100%) (35.7弘） 一 (25.0%) (35.7%) (3.6%) 

｜：刊以前出町民前年［（i~品企柄引均尚弁護副長引用限必I~時吟止回答ぱ~•• ·~~ぷi1}:l'ij•0'.:::;i＞三三一＼ ::,::;i:1!(t／，＇＼~＂： 1~ ！？（r~1;J) ;: 
~ 

間14(2) A く交通事故＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか②着手金20万円，
報酬金50万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

36 17 一 5 13 
(100%) (47.2%) 一 (13.9%) (36.1覧） (2.8%) 

｜訴店舗賠訴ii湾関野幣！！！緊張出｜ーと口、広州 ；＼ 

~ 
問14(2) A く交通事故＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
③着手金25万円，報酬金55万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

33 23 一 5 5 
(100%) (69.7%) 一 (15.2%) (15.2%) 

9 

58 
(25.9%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

｜組長松Ir誕il~li!~l謡曲以語以議端i蓬副議附言 椛 i1~tli[I ~I 
E恕＼ふ密警察；雲院1mllH雪！ぷ

ψ 
報間14(2) A く交通事故＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか④着手金30万円，
酬金60万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

36 23 一 7 5 
(100%) (63.9%) 一 (19.4弘） (13.9%) (2.8%) 

II戦闘j訴rf~i努持語弱伝鋭ι幅 吋刊； ふ； 明奪与陪U山店：：；；：：：：：f誌＇i~］i(!!ii,lit＇；；：：川店；，i!;,i！~iHLi;;(i'ji7；；必μ－：；；：；；；：：ιj：：五：JI，？！＇）芯“：： i,'!,' 

v 曹

問14(2) A く交通事故＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか⑤着手金30万円，
報酬金70万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

31 19 』 3 8 
(100幼 (61.3出） 一 (9.7%) (25.8%) (3.2%) 

問14(1) B く遺産の分割＞この弁護士に家庭裁判所での手続きを依頼したいと思いますか①着手金30万円，報酬
金70万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ば，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと には依思頼わしなたいいと わない

思う

46 40 20 5 63 
(100目） (18.7%) (16.3%) (29.3弘） (8.1弘） (2.0%) (25.6%) 

問14(1)

回答数

問14(1) 

回答数

． 
~ 

臨語圏瞳置臨 間14(2)B①へ

B く遺産の分割＞この弁護士に家庭裁判所での手続きを依頼したいと思いますか②着手金50万円，報酬
金100万円

どちらかといえ I lどちらかといえ I 
I I I ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ぱーの弁護士｜ 、 ｜ぱ，この弁護士｜
I：；」 ｜どちらともいえ弘い｜ ｜頼しトいとは思 ｜無回答

頼したいと思う 11：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと I -

26 
(10.9%) 

｜ ｜ ｜ ｜わない
思う ｜ ｜は思わない I 

29 
(12.1 %) 

86 
(36.0%) 

27 
(11.3%) 

9 
(3.8%) 

62 
(25.9%) 

B く遺産の分割＞この弁護士に家庭裁判所での手続きを依頼したいと思いますか③着手金60万円，報酬
金140万円

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ I 
｜ ｜ ｜ へ ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、 ｜ぱ，この弁護士｜
I：；」 ｜どちらともいえ弘い｜ ！頼しトいとは思 ｜無回答

頼したいと思う 11：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと I -

38 
(15.9目）

I I I ｜わない
思う ｜ ｜は思わない ｜ 

36 
(15.1%) 

71 
(29.7目

10 

27 
(11.3%) 

15 
(6.3%) 

52 
(21.8%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) B く遺産の分割＞この弁護士に家庭裁判所での手続きを依頼したいと思いますか④着手金80万円，報酬
金170万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない にぱ依，こ車の弁護士 頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと 頼しTこし、と

わない
思う は思わない

25 23 ~~Ill 34 18 66 
(100%) (10.2%) (9.4弘） (32.2弘） (13.9覧） (7.3%) (26.9弘）. 圃

問14(2)8事代

問14(1) B く遺産の分割＞この弁護士に家庭裁判所での手続きを依頼したいと思いますか⑤着手金100万円，報
酬金200万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ば，この弁護士

車頁したいとは思
頼したいと思う に依頼したいと には依思頼わしなたいいと わない

思つ

28 30 叶 27 15 
(100%) (11.9%) (12.8%) (32.3%) (11.5%) (6.4%) . ． 

間·~4(2)8⑤内

｜尚尚南山手伝説話是正j副長協同向指｛~~まT:ii
1甥以内出足的何回答し七人三日山， II山，，：；！ililltt1°1:!¥•i > • ·\;i~ i :j;;; i m;lι；：~！JI! 

問14(2) B く遺産の分割＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
①着手金30万円，報酬金70万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

25 14 2 7 2 
(100弘） (56.0%) (8.0%) (28.0%) (8.0%) 

l目白副主尚弘司指針とれが主同山弘正ゐ許証・／￥円＼持；~~~；~~J~［主的存2~l·~~；時限：.............；三
、レ

問14(2) B く遺産の分割＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
②着手金50万円，報酬金100万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

36 26 5 4 
(100%) (72.2%) (13.9%) (11.1 %) (2.8%) 

llJ!,1i密接話i掲げ幅浮世！？前常時的111！ 
ψ 

問14(2) B く遺産の分割＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか③着手金60万
円，報酬金140万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

42 19 4 11 7 
(100%) (45.2%) (9.5弘） (26.2%) (16.7%) (2.4%) 

11 

無回答

59 
(25.1目）



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

IU：沢流伝ゑ湾総お話 d：字 ' 2没% 誌 が殺さ2 2を '.! タ 号以段ぷ必殺鋭的渋川忍込広芯依ぷ日万三立校三とを :t'.0 I 

陀滋議同国郷三浅淘＇！／£u縄当uf.:iiiii沼w，宅E恥設立立場』存証言《＇~礼J;,iiftj誕猛る1判そj 烹男議布、得号、所ー会今福『：I；~ち)A'76•手百白•.i;:CJ’tぷE 4‘:tli)i;H 滑~；~ま:I 連待合理t·<1.‘お安S竺ヨ＝守主ぷij..経ド1n~緋Fちも滑-f*j[ a会解越両E ヂ想省ヲ~！ Lll 

Ii；絞泌re＇訟主税誌だ怨校告三派知誌冷渋足立長役辺綴沈没誌予付従命治以沿ポさむかポぶ訟辺界史認治以涼な忽設 さ？ ；る [i [[ I 

； γ 侭 ι；主主 ム；三 γ •· n・:;; ';L:} コ υ 人

'if 
問14(2) B く遺産の分割＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか④着手金80万
円，報酬金170万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると

な法ど書）士に，相税談理し士ょ その他 無回答
金額が高いから 思うから

うと思うから

52 28 5 10 7 2 
(100弘） (53.8%) (9.6%) (19.2%) (13.5%) (3.8%) 

l前li&f，，~雨時~lilt弘義j括経謀議長；~＇~i~t~~；；＇！~店員長幅員長fftlが訴にじまjl~~I，~号掘さ黒~jf~i~~~~属議属議1ilii~［~~i~；／；；1~1~111!: ！！~）l~~~，；~1~，i~~ji!j；，店長.ii\:Tli，~iil~iii ~u~i~~ij~i~j 0ui~＼i:i ＜［＞~J~1~i:\!1m~if li~ijJlr1iijl 
ψ 

問14(2) B く遺産の分割＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか⑤着手金100万
円，報酬金200万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

42 29 2 6 3 2 
(100%) (69.0%) (4.8%) (14.3弘） (7.1%) (4.8覧）

問14(1) cく遺言書の作成＞この弁護士に遺言書作りを依頼したいと思いますか①弁護士に支払う金額5万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ば，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと には依思頼わなしたいいと わない

思う

261 80 56 53 14 6 52 
(100%) (30.7%) (21.5%) (20.3%) (5.4%) (2.3%) (19.9弘）

聞14(2)C①作

問14(1) cく遺言書の作成＞この弁護士に遺言書作りを依頼したいと思いますか②弁護士に支払う金額10万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
I I I ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、、｜ぱ，この弁護士｜
I .：；』 ｜どちらともいえ弘LI ｜頼しトいとは思 ｜無回答

頼したいと思う 11：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと ｜ ー

53 
(20.1%) 

I I I ｜わない
思う ｜ ｜は思わない I 

44 
(16.7%) 

90 
(34.1%) 

14 
(5.3%) 

10 
(3.8%) 

53 
(20.1%) 

問14(1) cく遺言書の作成＞この弁護士に遺言書作りを依頼したいと思いますか③弁護士に支払う金額15万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかとしー ｜ 
I I I - 、え ｜この弁護士に依

立~~l~~ I私立想.~Iどちら比いえない｜与式管t l札たいとは思｜無回答

思う ・1 ｜は思わない l'I＂＇＇°＂＂・

55 
(20.8%) 

40 
(15.2%) 

67 
(25.4%) 

12 

15 
(5.7%) 

18 
(6.8%) 

69 
(26.1覧）



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) c ＜遺言書の作成＞この弁護士に遺言書作りを依頼したいと思いますか④弁護士に支払う金額20万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数 頼このし弁護士に依 ぱ，この弁護士
どちらともいえない

ぱ，この弁護士
頼したいとは思 無回答

たいと思う に依頼したいと に依頼したいと
わない

思う は思わない

273 34 63 88 20 11 57 
(100弘） (12.5%) (23.1%) (32.2弘） (7.3%) (4.0弘） (20.9%) ． . 

間14(:2)0⑧代

問14(1) cく遺言書の作成＞この弁護士に遺言書作りを依頼したいと思いますか⑤弁護士に支払う金額30万円

どちらかといえ どちらかといえ ーの弁護士「依
回答数 この弁護士に依ば，この弁護士 どちらともいえ弘、L、ば，この弁護士 頼』したいとは』思 無回答

頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと わない
思う は思わない

265 I 43 43 12 25 15 61 
<100%) I <16.2%) <16.2%) <21.2%) <9.4%) (5.1出） (25.3%) 

問~~Ortl~⑤へ 3

[ll'r~~~精子：（~~~~j~~＼~k~1~x｛￥；言語福寺；~~~i~tA~~rrll踊ミj孝弘·1i1illil~重量｛~j~
11ii:ll~i~｛~＇Bt~間関勝i山川；；；：：：，J{}r~；：li!liii岳山

'i' 
間14(2) cく遺言書の作成＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか①弁護士に支
払う金額5万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

20 2 4 8 5 
(100%) (10.0%) (20.0%) (40.0%) (25.0%) (5.0%) 

向山両~~~rt~山対；jf~！：工学長伝説じ矧志向山主主·1~iri1：伝言語版1
i湾内出担問~＇~~と回答じ~i~~訂正山主主：；三；＇ if ~γ；：主♂；！i:i1/in山G川：：：：i；ぺj

ψ 
問14(2) cく遺言書の作成＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか②弁護士に支
払う金額10万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

24 7 6 6 4 
(100%) (29.2%) (25.0%) (25.0%) (4.2%) (16.7%) 

日自1~1！~iif~~話器鈴子弘主主訟i-111謀議長＇~JI~~語尾崎詐i訂正母＇~~Illミド111~1,i~~誠仁二局場際関白！日ll店長三ll~r~~i~~：~~；~~必i~11~~~，1r11f~~；
'i' 

問14(2) cく遺冨書の作成＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか③弁護士に支
払う金額15万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，相税談理し士ょ その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に

うと思うから

33 9 4 13 2 5 
(100%) (27.3%) (12.1%) (39.4%) (6.1 %) (15.2%) 

13 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

｜鵜精髄鱗！議開首相鱈fll腎携関前！｜
も’司．

問14(2) cく遺言書の作成＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何です
か④弁護士に支払う金額20万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

31 9 10 12 一
(100弘） (29.0覧） (32.3%) (38.7首） ー

：；：尚：指＇i~＂1~~n1m括局長~~111~~~1み持前言語己主i~~＇均三郎長~~：~~f~~i長持議長1111~長｜
i躍起第二1，＃／~懸抱負担魚住民山：：~1~~ ， ii主，~i~！~~~ili~i,\ri~11l！~il~＇，Jij~i{i，~！0i!F~i~l＇~i,ii~！m)Ji1：：“出店必ぷ1，，~，11~： i~i!!lill!1i＇~l11~，， i＼~，＼ti芯~~i~i~］ I

、レ
間14(2) cく遺冨書の作成＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか⑤弁護士に支
払う金額30万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから なうとど思）に相談しよ

うから

40 19 11 7 2 
(100%) (47.5覧） (27.5%) (17.5%) (5.0%) (2.5%) 

問14(1) D く貸金の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか①着手金15万円，報酬金35万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

この弁護士に依 ば，この弁護士 ぱ，この弁護士
回答数

頼したいと思う に依頼したいと
どちらともいえない

には依思頼わしなたいいと
頼したいとは思 無回答

思う
わない

33 52 89 
｜｜ 

31 18 63 
(100%) (11.5%) (18.2%) (31.1%) (10.8%) (6.3%) (22.0弘）

置 ．． 
'ii 

醒富盟語圏 問14(2.) D①へ

問14(1) D く貸金の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか②着手金20万円，報酬金50万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
｜ ｜ ｜ ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ぱ，この弁護士 ｜ ｜ぱ，この弁護士｜
頼したいと思う ｜に依頼したいと ｜どちらともいえないI1：：依頼しトいと ｜頼したいとは思 ｜無回答

I I 1』 ・ ｜わない

29 
(10.2%) 

思う ｜ ｜は思わない ！ 

51 
(18.0%) 

85 
(29.9弘）

34 
(12.0%) 

22 
(7.7%) 

63 
(22.2%) 

問14(1) D く貸金の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか③着手金25万円，報酬金55万円

回答数

｜どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
｜ ｜ ｜ ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、｜ば，この弁護士｜I：；』 ｜どちらともいえなし｜ ｜頼しトいとは思 ｜無回答
頼したいと思う I 1：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと ｜ ー

26 
(9.1%) 

I I I ｜わない
思う ｜ ｜は思わない ｜ 

31 
(10.9%) 

83 
(29.1弘）

14 

55 
(19.3%) 

27 
(9.5%) 

63 
(22.1%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) D ＜貸金の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか④着手金30万円，報酬金60万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

278 29 37 96 41 25 50 
(100%) (10.4%) (13.3%) (34.5弘） (14.7%) (9.0%) (18.0%) 

． . 

間mt4(2.y D④へ
J 

問14(1) D く貸金の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか⑤着手金30万円，報酬金70万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ば，この弁護士

どちらともいえない
ば，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

22 34 位｜｜ 46 37 
(100%) (7.6出） (11.7%) (31.7弘） (15.9%) (12.8%) ． 

閉14(2)0⑤パ

；出版岩崎挙協均：以民主ゐ英語長時じ山手i認：ゐ（寺内需主ii#]tふ弁書士1；！~~1
得時間早吟山刊号以ふ：lj>JJ :11::1：＇~i ;: i ie J ;:;:: :l w i，：；：民主民主主！［！ l~iu ... •• 

、レ
問14(2) D く貸金の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか①着手金15万
円，報酬金35万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

49 28 3 8 9 
(100%) (57.1%) (6.1 %) (16.3%) (18.4%) (2.0%) 

11;1~単純白色白芸品手伝1王将長室長iミ損じ局主iま飾品自主主i止命議長尚道｜
1 ：；~，11；降り出さ向夜明J何？？子た山三山ι三山山山山ι白山山自民社

'ii 
問14(2) D く貸金の請求＞』の弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか②着手金20万
円，報酬金50万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

56 33 2 11 6 4 
(100%) (58.9%) (3.6%) (19.6%) (10.7%) (7.1 %) 

間沼山口命館llfillill1円雨時J 扇面伝：記長年j｜無感！削除努力：！？接関与謀長二以品人民＇l,i~.［1~~，.J~2~1ltf]11：：~：＇ ~l1twi＇＇~r,llli滋ぶ店 主店主店長）~lill
問14(2) D く貸金の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか③着手金25万
円，報酬金55万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

82 56 2 12 8 4 
(100%) (68.3%) (2.4%) (14.6目） (9.8見） (4.9%) 

15 

59 
(20.3%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

ぷ滋訟必塗 ]B[ ~j~ 笠；；；j;;:U と !'!:l !!!:itif't ~I!: R1Gi " i'ITI おぶ滋ぷ滋渓浴続忍ぶ渋渋影以三滋ぶ災浜辺
議111ir~踏をは認制法じ務iをロ；；II霊式i ： 務総議謹お訟法；雲｜：：（察嘉穂：ilm拐さ三塁三嬰務設場！？？君！？：！怒lii~tl~Wii11, !Jw0 議｜

’ 

問14(2) D く貸金の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか④着手金30万
円，報酬金60万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

66 41 7 11 6 
(100拍） (62.1目） (10.6%) (16.7弘） (9.1弘） (1.5%) 

出mru1'1~笹山手伝i梶山持制均五五~I母持i室長ば
問14(2) D く貸金の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか⑤着手金30万
円，報酬金70万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

83 55 5 9 10 4 
(100弘） (66.3%) (6.0弘） (10.8%) (12.0%) (4.8%) 

問14(1) E く離婚＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか①着手金10万円，報酬金20万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁たい護と士はにJ依

回答数
この弁護士に依 ば，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼した 思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

83 91 150 II 30 24 
(100%) (17.1%) (18.8弘） (30.9弘） (6.2%) (4.9%) 

圃 ． ． 
、曽

闘関闘画面E 酒量 間rnC2)E①代

問14(1) E く離婚＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか②着手金15万円，報酬金35万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
｜ ｜ ｜ ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、 ｜ば，この弁護士｜
I：；」 ｜どちらともいえ私い｜ ｜頼しトいとは思 ｜無回答

頼したいと思う 11：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと ｜ 圃

60 
(12.6%) 

I I I lわない
思う ｜ ｜は思わない I 

68 
(14.3%) 

150 
(31.6%) 

34 
(7.2%) 

問14(1) E く離婚＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか③着手金20万円，報酬金50万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
｜ ｜ ｜ ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、 ｜ば，この弁護士｜
｜ー’』 ｜どちらともいえ屯い｜ ｜頼したいとは思 ｜無回答

頼したいと思う 11：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと ｜ιhよ

45 
(9.3%) 

思う ｜ ｜は思わない l'I~·酔M ・

61 
(12.6%) 

162 
(33.4目）

16 

77 
(15.9%) 

41 
(8.5目）

107 
(22.1%) 

113 
(23.8%) 

99 
(20.4%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) E く離婚＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか④着手金30万円，報酬金60万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

44 47 14811 80 57 110 
(100首） (9.1%) (9.7%) (30.5%) (16.5%) (11.7%) (22.6%) 

国 圃

問 1引2~E④八

問14(1) E く離婚＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか⑤着手金40万円，報酬金80万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ば，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

車買したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと には依思頼わしなたいいと わない

思う

43 40 134 
｜｜ 

101 73 89 
(100%) (9.0拡） (8.3%) (27.9%) (21.0%) (15.2%) (18.5%) 

聞 圃．

l 

認間14(2.)E⑤へ

l司前f注伝tι；2
品斜拾J認榊則主1回1誇Pた久~；ヘ.............><・・・・・ 

ψ 
問14(2) E く離婚＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか①着手金10万円，報酬
金20万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

54 25 4 11 13 
(100%) (46.3%) (7.4%) (20.4%) (24.1%) (1.9%) 

111~~！~1~雲寺皮肉いな訪問議題山師長崎町中；~111~刊しぶといと［~異的山田；骨子！？ーみ：：i.;i-:: • ¥< JI  • l; c'1i¥ (j; 

、レ
問14(2) E く離婚＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか②着手金15万円，報酬
金35万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

84 63 8 3 7 3 
(100%) (75.0%) (9.5%) (3.6%) (8.3%) (3.6%) 

事~，説話再縄問~言語1￥~謀議長雨同~i~言語i訟ミ持室長崎仁侵略官 民主·：~Jjil0l]·i：ι三：日
ψ 

問14(2) E く離婚＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか③着手金20万円，報酬
金50万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

118 87 10 13 6 2 
(100%) (73.7%) (8.5%) (11.0覧） (5.1目） (1.7覧）

17 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

際？？滋議総総議長線議議総議総議議総綴議滋懇滋＂議 tm:mrnm J；議総 滋議議；綴 m0 Fm 綴泌総議総務ぷ必滋滋総総務長 uilll !ihi! !!ill~！~ crru 絞綴線級殺浅ぷ必誤認l閣溢溢議議ぷ災関泌総叫ぶぬ盗ぷ草川 ~1\IJぷ12.話役 ぷぷ淡路単語t~！！l~＇1益法ぶ当量3 ：.~！~~（！；ぷ泌！泊；：r' i＇~ふJ山崎wi:11:1;:ml1＇経：m学ぶぷ！っ…出ぷ !I 

得総守 i:B~ ：；mH~~fi雰祭努夜夜絞殺 守； ？？京烹；；~·設綴雰？？？ 'i[i~；三？空母 Eilis 今季摂理雰？さ夜景？ ？さ：；！？？？？？力三 7お？号＇＂ilittl1:mJm？ち ヲマ空烈v'!D;Di交 委タ？？零？？！烹 .;,u で7 I 

怒霧車ぷヨ廷闘老jま思j籾器開ヨ老凶器じた隊総認絞！llil~tr~ 渓滋露出滋絞綴滋撚絞ぷ認渓滋滋滋滋渡定蕊認滋器禁滋議総長路 ｜ 
ぷ波滋滋絞怒iumnis 8i!ll mu ど 総務終滋務総滋お訟災手渋湾総辺三沼津災行祭会渋渋渋湾泌紋治ぷ間必読泌泌総長令災認β長波祭祭主訳出渓渓1

'ti 
問14(2) E ＜離婚＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか④着手金30万円，報酬
金60万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

137 107 7 11 6 6 
(100%) (78.1%) (5.1 %) (8.0弘） (4.4%) (4.4%) 

fド協＇，t'i~：y~~尚三己主山主iまj：：：：：王将業主；r~！f~軒雨量医師長~：：＼~議長＇f~oミ耐震~il~lff:ぷ
]1~~接品：1~；静香I~~明者用語守政；；；：l~~l.il,;l,ii店店店店内：l~10lif,!i~ii~！lw,/,,;;11白山；；l1＇，，~ir:1:11ililil111/;i~）111~i♂iri~：：Jin::/jiiJi~i~~！l,il

ψ 
問14(2) E く離婚＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか⑤着手金40万円，報酬
金80万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

174 140 9 11 11 3 
(100弘） (80.5覧） (5.2%) (6.3弘） (6.3弘） (1.7%) 

問14(1) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞」の弁護士に』の案件を依頼したいと思いますか①着手金15万円，報
酬金35万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

この弁護士に依 ぱ，この弁護士 ば，この弁護士
回答数

頼したいと思う に依頼したいと
どちらともいえない

に依頼したいと
頼したいとは思 無回答

思う は思わない
わない

259 25 32 68 35 35 64 
(100弘） (9.7%) (12.4%) (26.3弘） (13.5%) (13.5%) (24.7%) 

． 

問14(2) F'.1①h 
'V 

匝謹圏置盟

問14(1) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか②着手金25万円，報
酬金50万円

回答数 注目回笹川

絃
思

十
い
キ
」
酢

士
剖

H
闘
箇
調
、
‘

－－－
n
a
b
 

弁
た
い

の
し
な

己
頼
わ

一
次
世
花

M
U
M
m
相
似

か
の
乱
メ

ら
こ
浦
寸

ち
’
H
W
思

ど
ば
に
は

’lv な－え’lv t
u
 

－と、
bちど

え
士
也

、
川
護
し

’z
－－ロ

b
弁
七
九

か
の
乱

ら
こ
期

ち
’
依
う

ど
ぱ
に
思

謙
一
け

一
生
時

制
層
圏
画
、
‘

弁山口
の
し

こ
担
仲

47 
(18.4弘）

31 
(12.2覧

57 
(22.4%) 

19 
(7.5%) 

33 
(12.9%) 

68 
(26.7%) 

問14(1) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか③着手金30万円，報
酬金70万円

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
｜ ｜ ｜ ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、 ｜ば，この弁護士｜I..：：－；」 ｜どちらともいえ弘い｜ ｜頼したいとは思 l無回答
頼したいと思う 11：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと ｜ι 川、

思う ｜ ｜は思わない l'I＂＇’ω ・

回答数

18 
(6.6%) 

29 
(10.7%) 

83 
(30.6見）

53 
(19.6%) 

61 
(22.5%) 

18 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか④着手金40万円，報
酬金85万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ば，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

264 21 21 61 
｜｜ 

66 53 
(100%) (8.0%) (8.0%) (23.1%) (25.0%) ぐ15.9%) (20.1%) 

臨 圃 E

問.， ;f.(2~ R1④~ 

問14(1) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか⑤着手金50万円，報
酬金100万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ば，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと には依思頼わしなたいいと わない

思う

263 25 26 64 
｜｜ 

47 57 
(100%) (9.5%) (9.9%) (24.3%) (17.9見） (21.7弘）． 皿・

間.14(2)F！⑤.~

同＇~11~1十i員長氏店長申告！？官官~；~1.,i,l~i；~~1r~1刊常駐t~1~~fl~ぷi~~~：~i~~明会民主：：.. • • 山店店店店山1
..., 

問14(2) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
①着手金15万円，報酬金35万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

70 34 5 18 10 3 
(100%) (48.6%) (7.1 %) (25.7覧） (14.3%) (4.3%) 

円前向柏崎両尚弁護正明白山両偏向量出伝！:i:i！！~再出店県内別院回答収入ιふ：三川 ji l;ij!¥jぷ，i,i'::< ［：：己 ，！ j；：し；；：：

~ 
問14(2) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞』の弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
②着手金25万円，報酬金50万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

78 45 3 19 9 2 
(100%) (57.7%) (3.8%) (24.4弘） (11.5%) (2.6%) 

II訴.与均三点差1能~p~1明白善良市持fli？？を？？柴崎l謀総いふc~~~（k > . ·;j:i,J; ；~~／：：1'1;fl 3反応ぷiι；； 
、レ

間14(2) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
③着手金30万円，報酬金70万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

80 51 4 15 9 
(100%) (63.8%) (5.0%) (18.8%) (11.3%) (1.3弘）

19 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

理欝麓鰭欝静融持j仲間最欝轄？！
"" 問14(2) F く家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか

④着手金40万円，報酬金85万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相自愛しよ

うと思うから

108 72 4 20 6 6 
(100%) (66.7%) (3.7%) (18.5弘） (5.6%) (5.6%) 

llII極論詐議官i廿~l~flll許可［fl~ll守主説明｜.~療！？？間関 空l従事，~jl；；；；；川出 ,i，，山ふ：・.・・G・=・・= ,li1ij,>l1L~m#·lw0~；Y,w~·i~：1:1::1~＇~ 
~ 

⑤問着14手（2金) F ＜家賃の不払い・立ち退き請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか
50万円，報酬金100万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

91 61 14 12 3 
(100弘） (67.0%) (1.1弘） (15.4%) (13.2%) (3.3出）

問14(1) G く残業代の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか①着手金5万円，報酬金25万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

この弁護士に依 ば，この弁護士 ぱ，この弁護士
回答数

頼したいと思う に依頼したいと
どちらともいえない

には依思頼わしなたいいと
頼したいとは思 無回答

思う
わない

223 42 60 52 8 10 51 
(100弘） (18.8判） (26.9%) (23.3弘） (3.6覧） (4.5%) (22.9首）

問14(£)6①代

問14(1) G く残業代の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか②着手金10万円，報酬金25万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかといえ ｜ 
I I I ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ばーの弁護士｜ 、｜ぱ，この弁護士｜I：；』 ｜どちらともいえな＂ I ｜頼したいとは思 ｜無回答
頼したいと思う 11：：：：依頼したいと ｜ ｜に依頼したいと ｜ι ぃ、

41 
(17.7弘）

思う I lは思わない /')J'd-U・

47 
(20.3%) 

67 
(28.9%) 

12 
(5.2%) 

8 
(3田4%)

57 
(24.6%) 

問14(1) G く残業代の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか③着手金10万円，報酬金30万円

回答数

どちらかといえ ｜ ｜どちらかとしー ｜ 
｜ ｜ ｜ ー 、え ｜この弁護士に依

この弁護士に依｜ば，この弁護士｜どちらともいえない｜ぱ，」の弁護士｜頼したいとは思 ｜無回答ノ
頼したいと思う ｜に依頼したいと I IIこ依頼したいと ｜ 

｜ ｜ ｜ ｜わない

38 
(17.8%) 

思う ｜ ｜は思わない I 

49 
(23.0%) 

20 

13 
(6.1 %) 

10 
(4.7%) 

35 
(16.4%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

問14(1) G く残業代の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか④着手金15万円，報酬金30万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ぱ，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼したいとは思 無回答
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

222 36 41 69 12 15 49 
(100%) (16.2%) (18.5%) (31.1%) (5.4%) (6.8%) (22.1%) 

間1?I-(evG④へ

問14(1) G く残業代の請求＞この弁護士にこの案件を依頼したいと思いますか⑤着手金15万円，報酬金35万円

どちらかといえ どちらかといえ
この弁護士に依

回答数
この弁護士に依 ば，この弁護士

どちらともいえない
ぱ，この弁護士

頼したいとは思
頼したいと思う に依頼したいと に依頼したいと

わない
思う は思わない

219 37 36 60 II 14 15 
(100%) (16.9%) (16.4%) (27.4%) (6.4%) (6.8%) ． 

間34-(2)G⑤代

l似品訴訟山偏向語時山向山手伝説券業部l'I 県民；？？と砂川田1~~~~A1ii 与 三：＇； 1u! ~，＇；，：I :i 
、レ

問14(2) G く残業代の請求＞」の弁護士に依頼したいと思わない理由は何です
か①着手金5万円，報酬金25万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

18 9 6 2 
(100%) (50.0%) (5.6%) (33.3%) (11.1 %) 

戸山ゐ雨戸弘ιゐ長i言王己1衣類し；f
'm:1~I吟：L狗持抑内明答したた人…：：三三 ♂：：ふ川九 〓.......；：••·······＜；；三＜＞五iι

v 
か問14(2) G く残業代の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何です

②着手金10万円，報酬金25万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

20 10 2 5 3 
(100%) (50.0%) (10.0弘） (25.0%) (15.0目）

無回答

l同｜均読事前担当議事長！~~l~i~展的自主婦提言明::imw~ ~ ~ 均三三出品四日［＇.i!7ir:j·，；~~~.1:1lli~辺：三：：·~·：白川i.iji:i＼~·1:.;11 .・ ,1； .~···lf i~：ぷ民主：
ψ 

問14(2) G く残業代の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか③着手金10万
円，報酬金30万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

23 8 8 2 4 
(100%) (34.8%) (4.3弘） (34.8%) (8.7%) (17.4%) 

21 

57 
(26.0%) 



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

際議戦構機鰐開！擦問機関根間関
ψ 

問14(2) G く残業代の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何ですか④着手金15万
円，報酬金30万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士

その他 無回答
金額が高いから 思うから など）に相談しよ

うと思うから

27 17 一 3 6 
(100%) (63.0%) 一 (11.1弘） (22.2%) (3.7%) 

！トJ寸応機同報告堅持4陣将校時的！？？材担制捜按$~~i1~！~~1~~i＇；きき警官iill吹i~t~~~重県君ぎをきi：~，，i:1~~~l 'tr~：！I ,r:i~i1i!ii主，illlri'I盟
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問14(2) G く残業代の請求＞この弁護士に依頼したいと思わない理由は何です
か⑤着手金15万円，報酬金35万円

他の専門家（司

回答数
弁護士に支払う 自分でやれると 法書士，税理士
金額が高いから 思うから など）に相談しょ

うと思うから

29 18 6 
(100弘） (62.1出） (3.4%) (20.7目）

属性問1 あなたの知り合いに弁護士はいますか

回答数 Hいる

9888 
(100%) 

いない ｜無回答

14561 71681 1264 
(14.7%)1 (72.5%)1 (12.8%) 

属性問2 過去に弁護士に相談したり，問題の処理を依頼したこと
はあるか

回答数 ｜｜ある ｜ない ｜無回答

9888 
(100%) 

3143 
(31.8%) 

5489 
(55.5%) 

1256 
(12.7%) 

その他

4 
(13.8%) 

属性問3 現在または過去に，法律に関する勉強をされた経験がありますか

大学の法学部系 大学の法学部系
大学以外で法律

の学部あるいは 以外の学部ある
を勉強したことが 法律を勉強した

回答数 大学院で法律を いは大学院で法
勉強したことがあ 律を勉強したこと

ある（独学を含 ことはない

る がある
む）

9888 298 279 826 6367 
(100弘） (3.0弘） (2.8.%) (8.4%) (64.4目）

属性問4 現在または過去に，法律に関する勉強をされた経験がありますか

組織の中で法律 営業・販売・製造
に関する事務に なを行ど，う通な常の仕事 1, 2以外で法律 仕事上で法律に

回答数 直接関係する部 かで，法 に関する仕事を 関わった経験は
門で仕事をした 律に関する仕事を した経験がある ない
経験がある した経験がある

9888 314 730 215 6267 
(100弘） (3.2出） (7.4%) (2.2%) (63.4覧）
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わからない

698 
(7.1%) 

わからない

758 
(7.7%) 

無回答

1420 
(14.4弘）

無回答

1604 
(16.2弘）



法的ニーズに関する意識調査単純集計表（法律相談者）

属性問5 居住地

回答数 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県

9888 110 一 一 138 144 一
(100%) (1.1%) 一 一 (1.4%) (1.5%) 一

福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県

ー 56 94 3 411 613 

一 (0.6%) (1.0%) (0.0%) (4.2%) (6.2目）

東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県

1651 1009 2 113 一
(16.7%) (10.2%) (0.0%) (1.1 %) (0.0%) ー

富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県

113 一 7 3 4 
(1.1 %) (0.0%) ー (0.1%) (0.0%) (0.0%) 

静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府

365 440 6 10 267 916 
(3.7%) (4.4%) (0.1 %) (0.1 %) (2.7%) (9.3%) 

兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県

507 12 53 4 170 
(5.1 %) (0.1%) (0.0%) (0.5%) (0.0%) (1.7%) 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県

53 4 170 253 3 一
(0.5%) (0.0%) (1.7%) (2.6%) (0.0%) 一

香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県

96 47 608 94 2 
(1.0%) (0.0%) (0.5%) (6.1出） (1.0%) (0.0弘）

熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 無回答

3 一 ー 1669 
(0.0%) (0.0%) 一 (0.0%) 一 (16.9%) 

属性問6 世帯年収（税引前）

回答数 なし 100万円未満
100万円以上 300万円以上 500万円以上
300万円未満 500万円未満 1, 000万円未満

9888 812 869 2632 1707 1414 
(100%) (8.2弘） (8.8%) (26.6弘） (17.3%) (14.3%) 

1, 000万円以上
1, 500万円以上 答えたくない 無回答

1, 500万円未満

250 77 326 1801 
(2.5%) (0.8%) (3.3%) (18.2%) 

23 




